
証券コード：7167

第１号議案　�取締役（監査等委員である
� 取締役を除く。）７名選任の件
第２号議案　�監査等委員である
� 取締役１名選任の件

■ 決議事項

招集ご通知
第7期�定時株主総会

2023年６月22日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

日 時

スマートフォンからQR
コード®を読み取ること
で、議決権を簡単に行使
いただけます。

議決権行使が簡単に！

詳しくはP４へ

第７期定時株主総会会場は、水戸市の常陽銀行本店
となっております。末尾の「株主総会会場ご案内図」
をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。

常陽銀行　本店８階会議室
茨城県水戸市南町二丁目５番５号

場 所
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ごあいさつ

取締役社長
秋野 哲也

取締役副社長
清水 和幸

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

地域金融機関を取り巻く経営環境は、長引く金融緩和政策や競争の激化、少子高齢化、産業・
就労構造の変化、世界的な金融引き締めによる市況急変などによって、預金や貸出金、有価証券
運用といった伝統的な金融サービス分野では厳しさが増しています。他方、脱炭素・循環型社会
への移行などの大きな潮流に加え、資源高や物価高、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染
拡大を契機としたライフスタイルや社会行動の変化、さらには非金融分野での規制緩和の進展に
よって、総合金融サービス分野や非金融サービス分野の広がりが期待されます。
こうした中、当社グループは、2030年に目指す姿を「地域とともにあゆむ価値創造グループ」

と掲げ、2022年度からの３年間を「持続的成長に向け、進化に挑戦する期間」と位置づけた第
３次グループ中期経営計画の達成に向け、各種施策を展開しております。伝統的銀行領域の革新
と総合金融サービス領域の深化により経営体質を強化しつつ、サステナビリティ、新事業領域へ
の種まき・育成に着実に取り組むことにより、従来の枠組みを超えて地域に貢献してまいりま
す。
今後とも、お客さま、地域の皆さま、株主の皆さまのご期待にお応えできるよう、グループの

創意を結集し、地域のゆたかな未来の創造に向けて邁進する所存でございますので、一層のご厚
誼ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

2023年６月吉日
株式会社めぶきフィナンシャルグループ
取締役社長 秋野 哲也
取締役副社長 清水 和幸
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(証券コード 7167)
2023 年 ６ 月 １ 日

（電子提供措置の開始日2023年５月29日）

株主各位
東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

株式会社めぶきフィナンシャルグループ
取締役社長 秋野 哲也

第７期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第７期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。
当社（https://www.mebuki-fg.co.jp/shareholder/stock/generalmeeting.html）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

敬 具
記

１. 日 時 2023年６月22日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２. 場 所 茨城県水戸市南町二丁目５番５号

常陽銀行 本店８階会議室
(当社の水戸本社所在地である水戸市を株主総会の開催場所としております。
ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違え
のないようご注意願います。)

３. 目 的 事 項 ● 報告事項
１．第７期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

２．第７期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容
報告の件

● 決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

今回の株主総会での中継会場の設置、及びご出席の株主さまへのお土産の用意はございません。
何とぞご理解いただきますようお願い申しあげます。
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詳細は次ページを参照ください

４. 議決権行使等についてのご案内

株主総会ご出席による
議決権行使

郵送による
議決権行使

インターネット等による
議決権行使

当日ご出席の際は、お手数ながら
本「招集ご通知」をご持参いただ
き、同封の「議決権行使書用紙」
を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

同封の「議決権行使書用紙」に賛
否をご表示のうえ、行使期限まで
に到着するようご返送ください。
なお同封の記載面保護シールをご
利用ください。

次頁を参照のうえ、「ログイン
ID・仮パスワードを入力する方
法」「QRコードを読み取る方法」
のいずれかの方法により行使期限
までに議案に対する賛否をご入力
ください。

開催
日時

2023年６月22日(木)
午前10時

(受付開始 午前９時)
行使
期限

2023年６月21日(水)
午後５時到着分まで

行使
期限

2023年６月21日(水)
午後５時まで

（１）重複行使の取扱い
議決権行使書面の郵送とインターネット等の双方で議決権行使をされた場合は、インターネット等

による議決権行使を有効なものとさせていただきます。
また、インターネット等で複数回にわたり議決権行使をされた場合は、最後の議決権行使を有効な

ものとさせていただきます。
（２）書面交付制限事項について
Ａ．本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面

をお送りいたしますが、下記❶から❸までの事項につきましては、法令並びに当社定款第14条の規定
に基づき、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
❶ 事業報告の「当社の新株予約権等に関する事項」
❷ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
❸ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
監査等委員会が監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知に添付の事業報告、
連結計算書類及び計算書類のほか、当社ウェブサイトに掲載している上記❶から❸までの事項となり
ます。また、会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知に添付の連結計算書
類及び計算書類のほか、当社ウェブサイトに掲載している上記❷及び❸の事項となります。

Ｂ．株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた
場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきますのでご了承
ください。

（３）議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱
わせていただきます。

（４）株主総会当日の模様について総会終了後（当日17:00～予定）に当社ウェブサイトにて配信を予定し
ております。配信に関するお問合せにつきましては下記までお願いいたします。

株式会社めぶきフィナンシャルグループ 経営管理部総務Ｇ 電話029-233-1151（受付時間 平日9:00～17:00）

当社ウェブサイト https://www.mebuki-fg.co.jp/shareholder/stock/generalmeeting.html
以 上

○代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主さまに委任する場合に限られます。なお、代
理人は１名とさせていただきます。

○当日当社では、軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。株主の皆さまにおかれましても、軽装にてご出席い
ただきますようお願い申しあげます。
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議決権行使書副票（右側）

「ログイン用QR
コード」はこちら 

電話 0120-173-027（通話料無料）受付時間　9:00～21:00

● インターネット等による議決権行使は、パソコン、スマートフォン又はタブレットから、当社の指定する議決権行使ウェブ
サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です｡（ただし、毎日午前２時か
ら午前５時までは取扱いを休止します｡）

※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用は株主さまの負担となります。

❶ 議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）
において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」
及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」
を読み取りいただくことで、ログインいただけます。

スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」
「仮パスワード」の入力が不要になります。

❷ 株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）
や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株
主さまには、議決権行使ウェブサイト上で「仮パスワード」
の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

　株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームをご利用いただけます。
機関投資家の皆さまへ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

ログインID・仮パスワードを入力する方法

システム等に関する
お問い合わせ先

●❶
●❷

　 議決権行使ウェブサイトについて

　 インターネット等による議決権行使方法について

QRコードを読み取る方法

インターネット等による議決権行使のご案内
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名全員は、本総会終結の時をもって任期
満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選任をお願
いするものであります。
なお、当社は取締役の報酬・選任について客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機

関として「コーポレート・ガバナンス委員会」を設置しており、取締役候補者の選任にあたりま
しては、同委員会の審議を経て取締役会にて決定しております。
同委員会は、社外取締役（子銀行の社外取締役を含みます。）が過半数を占めるとともに、委

員長を社外取締役としております。

■取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任に関する監査等委員会の意見
監査等委員会において、取締役会の諮問機関であるコーポレート・ガバナンス委員会の審議

に参加した監査等委員（社外取締役）からの報告を受け、本議案の内容を協議した結果、特に
指摘する事項はございません。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりです。

候補者番号 氏名 当社における現在の地位及び担当
取締役会へ
の出席状況
（2022年度）
（※注１）

1 あき の てつ や

秋 野 哲 也 再 任 取締役社長（代表取締役） 100％
12回/12回

2 し みず かず ゆき

清 水 和 幸 再 任 取締役副社長（代表取締役） 100％
12回/12回

3 の ざき きよし

野 崎 潔 再 任 取締役 100％
12回/12回

4 ない とう よし ひろ

内 藤 善 寛 再 任

取締役
経営管理、リスク管理、情報セ
キュリティ担当、グループマネ
ーローンダリング等防止統括責
任者（経営管理部）

100％
12回/12回

5 お の とし ひこ

小 野 利 彦 再 任 取締役
経営企画担当（経営企画部）

100％
10回/10回
（※注２）

6 おお の ひろ みち

大 野 弘 道
再 任
社 外
独 立

取締役（社外取締役） 100％
12回/12回

7 しゅ よし み

朱 純 美
再 任
社 外
独 立

取締役（社外取締役） 100％
12回/12回

（注）1． 上記のほか、取締役会の決議があったものとみなす書面決議が３回ありました。
2． 小野利彦氏（候補者番号５）は2022年６月24日当社取締役就任につき、就任以降の取締役会への出

席状況を記載しております。
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1
あき の てつ や

秋 野 哲 也 1963年５月23日生 再 任

所有する当社の株式の数： 102,249株

● 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1986年４月 株式会社常陽銀行 入行
2006年３月 同 経営管理部付
2008年６月 同 営業統括部次長
2011年６月 同 営業統括部副部長
2012年６月 同 下妻支店長
2013年６月 同 リスク統括部長
2015年６月 同 人事部長
2016年６月 同 執行役員 人事部長
2016年10月 当社 経営管理部担当部長

2017年６月 当社 経営企画部統括部長
株式会社常陽銀行 執行役員
経営企画部長

2018年６月 当社 取締役（経営企画担当）
株式会社常陽銀行 常務取締役

2020年６月 同 取締役常務執行役員
2022年４月 同 取締役頭取（現任）
2022年６月 当社 取締役社長（現任）

重要な兼職の状況 株式会社常陽銀行 取締役頭取

● 候補者とした理由等
2018年６月より当社取締役及び常陽銀行常務取締役、同取締役常務執行役員、2022年４月より常陽銀行取締役頭取、2022年６月

より当社取締役社長を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると考
え、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、同義です。）候補者といたしました。

2
し みず かず ゆき

清 水 和 幸 1961年９月11日生 再 任

所有する当社の株式の数： 105,757株

● 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1984年４月 株式会社足利銀行 入行
2004年10月 同 財務企画本部チーフマネージャー
2006年６月 同 企画室長
2008年６月 同 総合企画部長
2008年７月 株式会社足利ホールディングス

経営企画部長（兼務）
2009年１月 株式会社足利銀行 栃木支店長
2010年６月 同 宇都宮中央支店長
2012年４月 同 執行役員 営業推進部長
2012年６月 同 執行役員 営業企画部長
2014年４月 株式会社足利ホールディングス

執行役 経営管理部長
株式会社足利銀行 執行役

2015年４月 株式会社足利ホールディングス
執行役 経営企画部長
株式会社足利銀行 常務執行役

2016年６月 同 常務取締役
2016年10月 当社 取締役（経営管理・リスク

管理・情報セキュリティ担当）
2017年６月 同 取締役（地域創生担当）
2018年６月 株式会社足利銀行 専務取締役
2019年６月 当社 執行役員（地域創生担当）
2020年６月 同 取締役副社長（現任）

株式会社足利銀行 取締役頭取
（現任）

重要な兼職の状況 株式会社足利銀行 取締役頭取

● 候補者とした理由等
2014年４月に足利ホールディングス及び足利銀行執行役に就任して以降、足利銀行常務執行役、同常務取締役、同専務取締役、当

社取締役、2020年６月より当社取締役副社長及び足利銀行取締役頭取を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き
続き当社の経営に貢献することが期待できると考え、取締役候補者といたしました。
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3
の ざき きよし

野 崎 潔 1963年４月24日生 再 任

所有する当社の株式の数： 81,273株

● 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1986年４月 株式会社常陽銀行 入行
2006年６月 同 経営企画部次長
2011年６月 同 郡山支店長
2013年６月 同 市場金融部長
2015年６月 同 経営企画部長
2016年６月 同 執行役員 経営企画部長
2016年10月 当社 経営企画部統括部長
2017年６月 株式会社常陽銀行 執行役員

営業推進部長

2018年６月 株式会社常陽銀行 常務執行役員
営業推進部長
株式会社足利銀行 取締役（非常
勤）

2020年６月 株式会社常陽銀行 取締役常務執
行役員

2021年６月 当社 取締役（現任）
2023年４月 株式会社常陽銀行 取締役専務執

行役員（現任）

重要な兼職の状況 株式会社常陽銀行 取締役専務執行役員

● 候補者とした理由等
2020年６月より常陽銀行取締役常務執行役員、2021年６月より当社取締役、2023年４月より常陽銀行取締役専務執行役員を務め

ているほか、2018年６月から2020年６月まで足利銀行取締役を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社
の経営に貢献することが期待できると考え、取締役候補者といたしました。

4
ない とう よし ひろ

内 藤 善 寛 1963年12月５日生 再 任

所有する当社の株式の数： 57,971株

● 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1986年４月 株式会社足利銀行 入行
2008年４月 同 太田南リテールセンター支店

長
2010年６月 同 白岡支店長
2012年４月 同 上三川支店長
2013年６月 同 市場国際部長
2015年２月 株式会社足利ホールディングス

経営管理部担当部長
株式会社足利銀行 人事部長兼研
修室長

2015年４月 同 人事部長
2016年４月 同 執行役員 人事部長

2016年10月 当社 経営管理部担当部長
2017年６月 同 経営管理部統括部長

株式会社足利銀行 執行役員
リスク統括部長

2019年６月 同 常務取締役
2020年６月 当社 取締役（経営管理・リスク

管理・情報セキュリティ担当、グ
ループマネーローンダリング等防
止統括責任者）（現任）
株式会社足利銀行 取締役常務執
行役員

2023年４月 同 取締役専務執行役員（現任）

重要な兼職の状況 株式会社足利銀行 取締役専務執行役員

● 候補者とした理由等
2019年６月より足利銀行常務取締役、2020年６月より当社取締役及び足利銀行取締役常務執行役員、2023年４月より足利銀行取

締役専務執行役員を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると考え、
取締役候補者といたしました。
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5
お の とし ひこ

小 野 利 彦 1969年３月11日生 再 任

所有する当社の株式の数： 42,196株

● 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1991年４月 株式会社常陽銀行 入行
2012年２月 同 経営企画部次長
2016年６月 同 経営企画部副部長
2016年10月 当社 経営企画部担当部長
2018年６月 同 経営企画部統括部長

株式会社常陽銀行 経営企画部長

2020年６月 株式会社常陽銀行 執行役員
営業企画部長
株式会社足利銀行 取締役（非常
勤）

2022年４月 株式会社常陽銀行 常務執行役員
2022年６月 当社 取締役（経営企画担当）（現

任）
株式会社常陽銀行 取締役常務執
行役員（現任）

重要な兼職の状況 株式会社常陽銀行 取締役常務執行役員

● 候補者とした理由等
2022年６月より当社取締役及び常陽銀行取締役常務執行役員を務めているほか、2020年６月から2022年６月まで足利銀行取締役

を務め、経営者としての豊富な経験と実績を有しており、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると考え、取締役候補者とい
たしました。

6
おお の ひろ みち

大 野 弘 道 1956年８月11日生

再 任
社 外 独 立

所有する当社の株式の数：―株

● 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1979年４月 味の素株式会社 入社
2004年３月 同 財務部長
2007年６月 同 執行役員
2011年６月 同 取締役常務執行役員（財務・

購買担当）
一般社団法人日本ＩＲ協議会
理事

2013年４月 年金積立金管理運用独立行政法人
運用委員会委員

2017年６月 味の素株式会社 取締役常務執行
役員 退任
一般社団法人日本ＩＲ協議会
理事 退任
年金積立金管理運用独立行政法人
運用委員会委員 退任

2019年６月 当社 社外取締役（現任）
2020年６月 東京瓦斯株式会社 社外監査役
2021年６月 同 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況 東京瓦斯株式会社 社外取締役

● 候補者とした理由及び期待される役割の概要等
大手食品会社の経営者としての経験及び幅広い見識を有し、2019年６月より当社社外取締役として職務を適切に遂行していること

から、引き続き当該職務を適切に遂行いただけるものと考え、社外取締役候補者といたしました。同氏には、企業経営者としての経
験及び幅広い見識を活かし、当社の経営全般にわたる適切な指導・助言により、監督機能を果たしていただくことを期待しておりま
す。なお、同氏の当社社外取締役としての就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。
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7
しゅ よし み

朱 純 美 1969年３月７日生

再 任
社 外 独 立

所有する当社の株式の数：―株

● 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
2000年８月 ＪＰモルガン証券株式会社 入社
2006年６月 同 コンプライアンス部コントロ

ールルーム統括
2012年５月 同 マネジングディレクター
2012年10月 同 コントロールオーバーサイト

部長
2014年１月 同 退職

2014年２月 株式会社コアバリューマネジメン
ト 入社

2016年11月 同 代表取締役副社長
2019年６月 当社 社外取締役（現任）
2022年３月 株式会社コアバリューマネジメン

ト 代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況 株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役社長

● 候補者とした理由及び期待される役割の概要等
グローバル金融機関での豊富な勤務経験と上級幹部としての経験と実績、また、企業幹部育成に関する幅広い見識を有し、2019年

６月より当社社外取締役として職務を適切に遂行していることから、引き続き当該職務を適切に遂行いただけるものと考え、社外取締
役候補者といたしました。同氏には、これまでの経験と専門的見識を活かし、当社の経営全般にわたる適切な指導・助言により、監督
機能を果たしていただくことを期待しております。なお、同氏の当社社外取締役としての就任期間は本総会終結の時をもって４年とな
ります。

（注）1． 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2． 大野弘道氏及び朱純美氏は、社外取締役候補者であります。なお、各氏は当社が定める「社外取締役

の独立性基準」を満たしているほか、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所
に届け出ており、各氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

3． 当社は、大野弘道氏及び朱純美氏の選任が承認された場合、会社法第427条第１項及び当社定款に基
づき現在各氏と締結している会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定で
あります。当該契約に基づく責任の限度額は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失
がない場合には、1,000万円以上のあらかじめ定めた金額と会社法第425条第１項に規定する最低責
任限度額とのいずれか高い額となります。

4． 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者（当社、株式会社常陽銀行、
株式会社足利銀行の全取締役及び全執行役員）が負担することになる損害賠償金（判決金額、和解金
等）・争訟費用（訴訟費用、和解・調停費用等）の損害を当該保険契約により補填することとしてお
ります。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には
同内容での更新を予定しております。
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第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

現任監査等委員である取締役川又 諭氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その
補欠として監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本総会にて選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任

する監査等委員である取締役の任期の満了時までとなります。
また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

よし たけ ひろ みち

吉 武 博 通 1954年６月22日生

新 任
社 外 独 立

所有する当社の株式の数：―株

● 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1977年４月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄

株式会社）入社
1991年６月 同 総務部組織室長
1997年６月 同 総務部総務・組織グループ

リーダー
2000年６月 同 ステンレス事業部光製鉄所

総務部長
2003年３月 同 退職
2003年４月 筑波大学 社会工学系教授、企画

調査室員
2004年４月 国立大学法人筑波大学 大学院ビ

ジネス科学研究科教授、学長特別
補佐

2006年４月 同 理事・副学長

2009年４月 国立大学法人筑波大学 大学院ビ
ジネス科学研究科教授、大学研究
センター長（2015年３月まで）

2012年４月 国立大学法人お茶の水女子大学
監事（2020年８月まで）

2015年４月 国立大学法人筑波大学 ビジネス
サイエンス系教授

2017年３月 同 退職
2017年４月 同 名誉教授（現任）

公立大学法人首都大学東京（現
東 京 都 公 立 大 学 法 人） 理 事
（2021年３月まで）

2020年７月 学校法人東京家政学院 理事長
（現任）

2020年９月 大学共同利用機関法人情報・シス
テム研究機構 監事（2023年６
月退任予定）

重要な兼職の状況 学校法人東京家政学院 理事長

● 候補者とした理由及び期待される役割の概要等
大手企業における豊富な勤務経験と上級幹部としての経験と実績、また、複数の大学における学識・経営経験及び幅広い見識を有し

ていることから、当社社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行いただけるものと考え、監査等委員である社外取締役候補
者といたしました。同氏には、学識・大学経営経験及び幅広い見識を活かし、当社の経営全般にわたる適切な指導・助言により、監督
機能を果たしていただくことを期待しております。



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

12

（注）1． 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2． 吉武博通氏は、社外取締役候補者であります。なお、吉武博通氏は当社が定める「社外取締役の独立

性基準」を満たしているほか、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け
出る予定であります。

3． 当社は、本議案が承認され、吉武博通氏が社外取締役に就任する場合、会社法第427条第１項及び当
社定款に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく責任の限度額は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合
には、1,000万円以上のあらかじめ定めた金額と会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額と
のいずれか高い額となります。

4． 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者（当社、株式会社常陽銀行、
株式会社足利銀行の全取締役及び全執行役員）が負担することになる損害賠償金（判決金額、和解金
等）・争訟費用（訴訟費用、和解・調停費用等）の損害を当該保険契約により補填することとしてお
ります。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同
内容での更新を予定しております。
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＜ご参考＞社外取締役の独立性基準

当社における「社外取締役の独立性基準」は以下のとおりです。

○当社「社外取締役の独立性基準」
独立性を有する社外取締役とは、会社法第２条第15号に定める社外取締役としての法的要件を満たし、か

つ、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
（１）当社の主要株主（直接または間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行取締役もし

くは執行役または支配人その他の使用人（以下「業務執行取締役等」といいます。）
（２）当社グループを主要な取引先とする者（次のア～イに掲げる者でその親会社もしくはその重要な子会社

を含む。）、またはその業務執行取締役等
ア．直近の事業年度における連結総売上高の２％以上の支払いを、当社グループから受けている者
イ．当社グループから受ける融資残高が最上位となっている者で、かつ他の調達手段により短期的に代替
が困難と判断される場合

（３）当社グループの主要な取引先（次のア～イに掲げる者でその親会社もしくはその重要な子会社を含
む。）、またはその業務執行取締役等
ア．当社グループに対して、直近の事業年度における当社連結業務粗利益の２％以上の支払いを行ってい
る者

イ．当社グループが、その資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している大口債
権者等

（４）当社グループから、過去３年平均にて年間1,000万円を超える寄付等を受けている法人・団体等の理事
その他の業務執行取締役等

（５）当社グループから、役員報酬以外に過去３年平均にて年間1,000万円以上の報酬その他の財産上の利益
を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人・団体等である
場合は、当該法人・団体等に所属する者を含む。）

（６）過去３年間において、上記（１）から（５）の条件に該当する者
（７）当社グループとの間において社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
（８）本人の配偶者または二親等以内の親族が、上記（１）から（７）の条件に該当する者
（９）その他、当社の一般株主全体との間で上記（１）から（８）において考慮されている事由以外の事情で

恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
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（ご参考）【取締役及び執行役員の専門性・経験（スキル・マトリックス）】

氏 名 社外 独立
専門性・経験

企業経営／
経営戦略

経営管理／
法務

財務／
会計

営業／
マーケティング

コンサル
ティング

市場運用／
国際業務

ＩＴデジタル／
ＤＸ

監
査
等
委
員
で
な
い
取
締
役

秋野 哲也 ● ● ● ● ●

清水 和幸 ● ● ● ● ● ●

野崎 潔 ● ● ● ● ● ●

内藤 善寛 ● ● ● ● ●

小野 利彦 ● ● ● ● ●

大野 弘道 ○ ○ ● ●

朱 純美 ○ ○ ● ● ●

監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役

村島 英嗣 ● ● ●

田﨑 義典 ● ● ●

吉武 博通 ○ ○ ● ● ● ●

永沢 徹 ○ ○ ● ● ● ● ●

清水 孝 ○ ○ ● ●

執
行
役
員

五來 雄二 ● ●

山川 浩市 ● ● ● ●

専門性・経験の詳細
企業経営／経営戦略 企業経営経験の有無、経営戦略立案・実行に関する専門性

経営管理／法務 人事労務・リスクマネジメント等の経営管理、法務に関する専門性

財務／会計 財務、会計に関する専門性

営業／マーケティング 営業企画、マーケティング・新事業開発に関する専門性

コンサルティング コンサルティング営業、ＳＤＧｓ・ＥＳＧ、環境分野、地方創生、企業再生・支援に関する専門性

市場運用／国際業務 市場運用、国際業務分野に関する専門性

ＩＴデジタル／ＤＸ ＩＴデジタル、ＤＸに関する専門性

以 上
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第７期事業報告 （2022年４月１日から2023年３月31日まで）

1 当社の現況に関する事項

1 企業集団の事業の経過及び成果等
企業集団の主要な事業内容

当社グループは、銀行持株会社である当社、株式会社常陽銀行（以下、「常陽銀行」といいま
す。）及び株式会社足利銀行（以下、「足利銀行」といいます。）をはじめとする連結子会社16社
で構成され、銀行業務を中心に、リース業務、証券業務、信用保証業務、クレジットカード業務
等の金融サービスを提供しております。

金融経済環境

2022年度のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」といいます。）
による厳しい行動制限等が緩和され、設備投資や生産の持ち直しの動きが継続するとともに、個
人消費や雇用にも回復の動きが見られるなど、社会経済活動の正常化に向けた動きが進みまし
た。一方、世界的な金融引き締め等に起因する海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリ
スクとなっているほか、物価上昇が継続するなど、停滞感の強い状態が続くこととなりました。
当社グループの主要営業地盤である北関東地域においても、新型コロナの感染抑制と経済活動

の両立が進むもとで、設備投資や生産、個人消費に持ち直しの動きが見られるとともに、雇用環
境にも改善の動きが見られました。
金融市場では、円の対米ドル相場は、米国の金融引き締めによる日米金利差の急拡大を背景

に、年度初めから円安ドル高が進み、10月には32年ぶりに１ドル150円台を付けました。以降、
日本銀行の政策修正の思惑や米国の金利動向に影響される展開となり、年度末には132円台とな
りました。日経平均株価は、米国をはじめとした世界各国のインフレの加速や金融引き締めの波
及、国内の金融政策や経済動向に左右され、年度を通じて値動きの荒い展開となりました。長期
金利は、日本銀行が12月の金融政策決定会合において10年国債利回りの変動許容幅を拡大した
ことを受け、変動許容幅拡大前の0.25％水準から0.5％水準まで一気に上昇しましたが、米国地
方銀行の破綻を契機とした金融不安の高まり等により、年度末は0.35％水準まで低下しました。
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企業集団の事業の経過及び成果

（経営戦略）
こうした環境のもと、当社グループでは、長期ビジョン2030に掲げた「地域とともにあゆむ

価値創造グループ」の実現に向け、2022年度より「第３次グループ中期経営計画」（計画期間：
2022年度から2024年度までの３年間）をスタートしました。「地域を支えるビジネスモデルの
追求」、「持続可能な経営基盤の構築」、「人材の育成・活躍促進」の３つの基本戦略のもと諸施策
を展開いたしました。
「地域を支えるビジネスモデルの追求」では、法人分野において、子銀行である常陽銀行、足

利銀行（以下、常陽銀行と足利銀行をあわせて「両子銀行」といいます。）を中心に、取引先事
業者の資金繰りなど金融面の支援に留まらず、持続的な成長と地域の環境・社会課題の解決の両
立（サステナビリティ）に向けた対話等に基づく支援メニューの充実を図りました。また、デジ
タルトランスフォーメーション（ＤＸ）を支援する新たなＷＥＢサービスを開始するなど、コン
サルティング機能の強化に加え、取引先事業者のサステナビリティに向けた取組み支援の強化に
も注力しました。さらに、スタートアップ企業との協業による事業創出、地域のカーボンニュー
トラルに資する事業や地元企業との協業による地域商社事業を展開する子会社を設立するなど、
事業領域の拡大にも取り組みました。
個人分野では、2021年３月に両子銀行でリリースした「バンキングアプリ」の利便性向上に

向けた各種取引機能の追加とともに利用者拡大に取り組んだ結果、ユーザー数はリリース後２年
間で85万先超に伸長しました。資産運用の面では、ライフプランコンサルティング強化に向け
た営業体制の見直し、ご相談窓口となる店舗の営業時間延長やオンライン相談サービスの取扱い
開始など、資産形成や多様な資産運用ニーズにお応えしました。さらに、高齢社会における金融
ジェロントロジーの知見を活用した取組みでは、高齢者のデジタルデバイド解消やデジタルライ
フの充実に向けた総合サポートの実施、非金融分野を含めたサービスの拡充を行うなど、地域の
皆さまが安心して暮らし続けることができる取組みを展開いたしました。
「持続可能な経営基盤の構築」では、グループ共通の「ＤＸ戦略ロードマップ」を策定し、ペ

ーパーレスの進展、デジタルチャネルの利便性向上やデータ利活用の高度化などに取り組みまし
た。業務のデジタル化をはじめとしたＤＸ基盤強化、取引先事業者へのＤＸコンサルティングサ
ービスの提供、両子銀行における融資契約手続きの電子化サービスの導入を図るなど、お客さま
の利便性向上と高品質なサービス提供及び業務効率化に取り組みました。
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また、気候変動リスクへの対応をはじめとした持続可能な社会の実現に向け、2030年にＣＯ２
排出量をネット・ゼロとするロードマップを策定し、両子銀行の本店を含む５ヵ所のビルにおい
て再生可能エネルギーの利用を開始しました。さらに、環境や社会に配慮した責任ある購買活動
に努めるべくグループ共通の「調達・購買ガイドライン」を制定するなど、当社グループの持続
的成長と企業価値向上の好循環に向けた取組みを着実に進展させました。
「人材の育成・活躍促進」では、両子銀行の「ダイバーシティ推進室」において、多様な人材

がより一層活躍できる環境の整備を進めました。従業員のスキルアップや自己成長、そして地域
社会への多面的な貢献を目的とした副業制度の導入、不妊治療と仕事との両立支援制度を拡充す
るなど、働きがいの充実に向けた環境整備に取り組みました。また、ＩＴパスポート資格の取得
促進やＤＸ認定制度に基づく研修プログラムを開催するなど、地域のＤＸを牽引する人材育成の
強化にも取り組みました。

（主要勘定等の動き）
以上のとおり、第３次グループ中期経営計画の諸施策を展開してきた結果、当期における当社

グループの連結業績は、経常収益が3,294億57百万円となり、経常費用が2,828億25百万円と
なりました。
この結果、経常利益は466億31百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、321億

76百万円となりました。
当社グループの連結財政状態につきましては、総資産が前年度末比２兆7,380億円減少の21

兆3,874億円となり、純資産は前年度末比542億円減少の9,047億円となりました。
主要な科目につきましては、預金は、個人預金を中心に増加したことにより、前年度末比

3,115億円増加の17兆1,372億円、貸出金は、法人向け、公共向け貸出を中心に増加したこと等
により、前年度末比6,988億円増加の12兆4,361億円、有価証券は、相場動向に応じたポートフ
ォリオ運営に取り組んだ結果、前年度末比１兆199億円減少の３兆6,623億円となりました。
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主要な子会社である常陽銀行及び足利銀行の業績につきましては、以下のとおりとなりました。
【常陽銀行】
経常収益は、貸出金利息や有価証券利息配当金、株式等売却益の増加等により前年度比570億

98百万円増加し、1,906億71百万円となりました。経常費用は、海外金利上昇等による資金調
達費用の増加に加え、金利リスク圧縮に向けた国債等債券売却損の増加等により前年度比654億
10百万円増加し、1,610億60百万円となりました。
この結果、経常利益は前年度比83億11百万円減少し、296億11百万円となり、当期純利益は

子会社配当120億円の特別利益計上もあり、前年度比82億３百万円増加の328億16百万円とな
りました。
財政状態につきましては、総資産が前年度末比１兆4,934億円減少の13兆3,489億円、負債が

前年度末比１兆4,638億円減少の12兆7,619億円となりました。また、純資産は、前年度末比
295億円減少の5,870億円となりました。
このうち、主要な科目につきましては、貸出金は、法人向け、公共向け貸出を中心に増加した

ことにより、前年度末比4,555億円増加の７兆2,229億円となりました。有価証券は、相場動向
に応じたポートフォリオ運営に取り組んだ結果、前年度末比9,241億円減少の２兆3,431億円と
なりました。預金は、個人預金を中心に増加したことにより、前年度末比1,973億円増加の10
兆2,512億円となりました。

【足利銀行】
経常収益は、役務取引等収益や有価証券利息配当金、株式等売却益の増加等により前年度比

67億22百万円増加し、1,008億50百万円となりました。経常費用は、海外金利上昇等による資
金調達費用の増加に加え、金利リスク圧縮に向けた国債等債券売却損の増加等により前年度比
136億97百万円増加し、852億50百万円となりました。
この結果、経常利益は前年度比69億75百万円減少し、156億0百万円となり、当期純利益は、

前年度比46億85百万円減少し、107億49百万円となりました。
財政状態につきましては、総資産が前年度末比１兆2,523億円減少の８兆728億円、負債が前

年度末比１兆2,355億円減少の７兆7,317億円となりました。また、純資産は、前年度末比168
億円減少の3,410億円となりました。
このうち、主要な科目につきましては、貸出金は、法人向け、公共向け貸出を中心に増加した

ことにより、前年度末比2,373億円増加の５兆3,655億円となりました。有価証券は、相場動向
に応じたポートフォリオ運営に取り組んだ結果、前年度末比960億円減少の１兆3,127億円とな
りました。預金は、個人預金を中心に増加したことにより、前年度末比1,085億円増加の6兆
9,118億円となりました。
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対処すべき課題

地域金融機関を取り巻く経営環境は、長引く金融緩和政策や競争の激化、少子高齢化、産業・
就労構造の変化、世界的な金融引き締めによる市況急変などによって、預金や貸出金、有価証券
運用といった伝統的な金融サービス分野では厳しさが増しています。他方、脱炭素・循環型社会
への移行などの大きな潮流に加え、資源高や物価高、新型コロナの世界的な感染拡大を契機とし
たライフスタイルや社会行動の変化、さらには非金融分野での規制緩和の進展によって、総合金
融サービス分野や非金融サービス分野の広がりが期待されます。
こうした中、当社グループは、両子銀行が長年培ってきた地域への深い理解やお客さまとのリ

レーション、経営統合によって生まれた広域ネットワークを最大限に活かし、中長期的な視点で
の課題にも目を向け、その解決に取り組み、地域とともに持続的成長を実現していく必要があり
ます。
このため、当社グループは、長期ビジョン2030で目指す姿として掲げた「地域とともにあゆ

む価値創造グループ」を実現すべく、2022年度からの３年間を「持続的成長に向け、進化に挑
戦する期間」と位置づけ、第３次グループ中期経営計画の達成に向け全力で取り組んでまいりま
す。伝統的銀行領域の革新と総合金融サービス領域の深化に引き続き取り組み、経営体質を一層
強化するとともに、新事業領域への種まきと育成に着実に取り組むことにより、従来の枠組みを
超えて地域に貢献してまいります。
また、持続可能な社会の実現や脱炭素化への関心の高まりにより重要性が増しているサステナ

ビリティについては、取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」のもと、「グルー
プサステナビリティ方針」に定める５つの重要課題（①地域経済・地域社会の活性化、②気候変
動対応・環境保全、③デジタル化の推進、④高齢化への対応、⑤ダイバーシティの推進）に対
し、グループの機能と知見を結集させ引き続き積極的に取り組んでまいります。
今後とも、お客さま、地域の皆さま、株主の皆さまのご期待にお応えできるよう、当社グルー

プ役職員一同全力を尽くしてまいります。引き続き一層のご支援を賜りますよう心からお願い申
しあげます。
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2 企業集団及び当社の財産及び損益の状況
イ 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：百万円）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

経 常 収 益 282,737 274,726 268,090 329,457

経 常 利 益 53,179 54,108 64,992 46,631

親会社株主に帰属する当期純利益 36,370 36,478 42,958 32,176

包 括 利 益 △20,483 129,347 △7,603 △37,554

純 資 産 額 882,235 998,906 959,063 904,779

総 資 産 17,804,808 22,835,169 24,125,520 21,387,481

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

ロ 当社の財産及び損益の状況
（単位：百万円）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

営 業 収 益 15,124 15,030 29,340 18,040

受 取 配 当 額 13,900 13,800 27,900 16,600

銀 行 業 を 営 む 子 会 社 13,900 13,800 27,900 14,600

そ の 他 の 子 会 社 － － － 2,000

当 期 純 利 益 12,787 12,664 27,234 15,975

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 10円94銭 10円91銭 24円70銭 14円84銭

総 資 産 740,609 743,620 735,936 731,775

銀行業を営む子会社株式等 713,896 706,701 702,515 702,515

そ の 他 の 子 会 社 株 式 等 13,373 20,568 24,754 24,754

（注）1． 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2． １株当たり当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数で除して算出しております。

なお、期中の平均発行済株式数は自己株式数を控除した株式数を使用しております。
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3 企業集団の従業員の状況
当 年 度 末

銀 行 業 その他の事業
従 業 員 数 5,600人 371人

（注）従業員数には、臨時雇員及び嘱託は含みません。

4 企業集団の主要な営業所等の状況
イ 銀行業
【常陽銀行】
①営業所数

当 年 度 末

茨 城 県 店
148（

うち出張所
30）

福 島 県 10（ －）
栃 木 県 8（ 1）
千 葉 県 7（ －）
東 京 都 6（ －）
そ の 他 府 県 5（ －）
合 計 184（ 31）

（注）上記営業所数は行政上の届出店舗数を記載しており、経営効率の観点から店舗内店舗方式により統合を行
った営業所も１店と数えて記載しております。なお、店舗内店舗方式により統合を行った営業所を除いた
当年度末の営業所数は134拠点となっております。
上記のほか、当年度末において駐在員事務所を４か所、店舗外現金自動設備を181か所設置しております。
また、常陽銀行が幹事金融機関となっている、株式会社イーネットとの提携に基づく店舗外現金自動設備
を300か所設置しております。

②当年度新設営業所
該当事項はありません。

③常陽銀行を所属銀行とする銀行代理業者の一覧
該当事項はありません。

④常陽銀行が営む銀行代理業等の状況
該当事項はありません。
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【足利銀行】
①営業所数

当 年 度 末

栃 木 県 店
93（

うち出張所
22）

埼 玉 県 17（ －）

群 馬 県 14（ 4）

茨 城 県 7（ 1）

東 京 都 2（ －）

福 島 県 1（ －）

合 計 134（ 27）

（注）上記営業所数は行政上の届出店舗数を記載しており、経営効率の観点から店舗内店舗方式により統合を行
った営業所も１店と数えて記載しております。なお、店舗内店舗方式により統合を行った営業所を除いた
当年度末の営業所数は118拠点となっております。
上記のほか、当年度末において駐在員事務所を２か所、店舗外現金自動設備を196か所設置しております。
また、足利銀行が幹事金融機関となっている、株式会社イーネットとの提携に基づく店舗外現金自動設備
を197か所設置しております。

②当年度新設営業所
該当事項はありません。

③足利銀行を所属銀行とする銀行代理業者の一覧
該当事項はありません。

④足利銀行が営む銀行代理業等の状況
該当事項はありません。
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ロ その他の事業
株式会社めぶきリース 本社（水戸市）、宇都宮営業部、つくば営業部 ほか
めぶき証券株式会社 本社（水戸市）、水戸支店、宇都宮支店、つくば支店
めぶき信用保証株式会社 本社（宇都宮市）
常陽信用保証株式会社 本社（水戸市）
株式会社めぶきカード 本社（水戸市）、宇都宮営業部

5 企業集団の設備投資の状況
イ 設備投資の総額

（単位：百万円）

銀 行 業 その他の事業 合 計

設 備 投 資 の 総 額 4,873 1,538 6,412

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

ロ 重要な設備の新設等
（単位：百万円）

会 社 名 内 容 金 額

銀 行 業
株式会社常陽銀行 ソフトウェア 1,477

株式会社足利銀行 ソフトウェア 762

その他の事業 常陽グリーンエナジー株式会社 太陽光発電設備 1,355

（注）1． 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2． 上記のソフトウェアには、ソフトウェア仮勘定及びリース資産を含めております。また、太陽光発電

設備には、長期前払費用を含めております。
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6 重要な親会社及び子会社等の状況
イ 親会社の状況

該当事項はありません。

ロ 子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 資本金
当社が有する
子会社等の
議決権比率

その他

百万円 ％

株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町
二丁目５番５号 銀行業務 85,113 100.00

株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜
四丁目１番25号 銀行業務 135,000 100.00

株式会社めぶきリース 茨城県水戸市南町
三丁目４番12号 リース業務 100 100.00

めぶき証券株式会社 茨城県水戸市南町
三丁目４番12号 証券業務 3,000 100.00

めぶき信用保証株式会社 栃木県宇都宮市桜
四丁目１番25号 信用保証業務 50 100.00

株式会社めぶきカード 茨城県水戸市南町
三丁目４番12号 クレジットカード業務 100 100.00

常陽コンピューターサー
ビス株式会社

茨城県水戸市西原
二丁目16番25号

ソフトウェア開発業務及
び計算受託業務 47.5 （100.00）

常陽信用保証株式会社 茨城県水戸市南町
三丁目４番12号 信用保証業務 30 （100.00）

株式会社常陽産業研究所 茨城県水戸市三の
丸一丁目５番18号

調査、コンサルティング
業務 100 （100.00）
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会 社 名 所 在 地 主要業務内容 資本金
当社が有する
子会社等の
議決権比率

その他

百万円 ％

常陽施設管理株式会社 茨城県水戸市南町
二丁目５番５号 不動産賃貸業務等 100 （100.00）

株式会社常陽キャピタル
パートナーズ

茨城県水戸市南町
二丁目５番５号 投資業務 10 （100.00）

株式会社あしぎん総合研
究所

栃木県宇都宮市鶴
田一丁目７番５号

調査、コンサルティン
グ、ソフトウェア開発業
務

70 （100.00）

株式会社ウイング・キャ
ピタル・パートナーズ

栃木県宇都宮市鶴
田一丁目７番５号 投資業務 70 （100.00）

株式会社あしぎんマネー
デザイン

栃木県宇都宮市桜
四丁目１番25号 金融商品仲介業務 50 （100.00）

常陽グリーンエナジー株
式会社

茨城県水戸市南町
二丁目５番５号

再生可能エネルギー関連
業務 50 （100.00）

株式会社コレトチ 栃木県宇都宮市桜
四丁目１番25号 地域商社業務 100 （68.00）

（注）1． 資本金は単位未満を切り捨てて表示しております。
2． 議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
3． 議決権比率欄の括弧内は、間接議決権比率であります。
4． 株式会社常陽キャピタルパートナーズは、2022年７月28日付で常陽グリーンエナジー株式会社を設

立しております。
5． 株式会社足利銀行は、2022年８月２日付で、栃木県の地元企業との共同出資により株式会社コレト

チを設立しております。
6． 当社は2023年４月１日付で株式会社常陽銀行が保有する常陽信用保証株式会社の全株式を現物配当

により取得するとともに、同日付でめぶき信用保証株式会社を株式交換完全親会社、常陽信用保証株
式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施しております。
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7 主要な借入先

借 入 先 借入金残高
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 議決権比率
株式会社足利銀行 55,000百万円 ―千株 ―％

株式会社常陽銀行 35,000百万円 ―千株 ―％

8 事業譲渡等の状況
該当事項はありません。

9 その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2 会社役員に関する事項

1 会社役員の状況
（年度末現在）

氏 名 地位及び担当 重要な兼職 そ の 他

秋 野 哲 也 取締役社長（代表取締役） 株式会社常陽銀行
取締役頭取（代表取締役）

清 水 和 幸 取締役副社長（代表取締役） 株式会社足利銀行
取締役頭取（代表取締役）

野 崎 潔 取締役 株式会社常陽銀行
取締役常務執行役員

内 藤 善 寛

取締役
経営管理、リスク管理、情報セ
キュリティ担当、グループマネ
ーローンダリング等防止統括責
任者（経営管理部）

株式会社足利銀行
取締役常務執行役員

小 野 利 彦 取締役
経営企画担当（経営企画部）

株式会社常陽銀行
取締役常務執行役員

大 野 弘 道 取締役（社外取締役） 東京瓦斯株式会社
社外取締役

朱 純 美 取締役（社外取締役） 株式会社コアバリューマネジメント
代表取締役社長

村 島 英 嗣 取締役（監査等委員）
（常勤監査等委員）

めぶき証券株式会社 監査役
株式会社めぶきカード 監査役

田 﨑 義 典 取締役（監査等委員）
（常勤監査等委員）

株式会社めぶきリース 監査役
めぶき信用保証株式会社 監査役

川 又 諭 取締役（監査等委員）
（社外取締役）

永 沢 徹 取締役（監査等委員）
（社外取締役）

永沢総合法律事務所 代表
ランサーズ株式会社 社外監査役
ウエインズトヨタ神奈川株式会社 社
外取締役

清 水 孝 取締役（監査等委員）
（社外取締役）

早稲田大学大学院
会計研究科 教授

財務及び会計
に関する相当
の知見を有す
る者でありま
す。
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（注）1． 取締役（監査等委員）村島英嗣氏及び田﨑義典氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員
を選定している理由は、社内事情に精通した者が、重要な会議等に出席するほか、内部監査部門との
連携、重要な各種情報収集や報告の受領等を継続的かつ実務的に行うことにより、監査等委員会によ
る監査の実効性を高めるためであります。

2． 取締役 大野弘道氏、朱純美氏、川又諭氏、永沢徹氏及び清水孝氏は、会社法第２条第15号に定め
る社外取締役であります。また、大野弘道氏、朱純美氏、川又諭氏、永沢徹氏及び清水孝氏は、東京
証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当事業年度
中に下記社外取締役の重要な兼職の異動がありました。

氏 名 異動前 異動後 異動年月日(※)

永 沢 徹

永沢総合法律事務所 代表
東邦ホールディングス株式
会社 社外取締役
ランサーズ株式会社 社外
監査役

永沢総合法律事務所 代表
ランサーズ株式会社 社外
監査役
横浜トヨペット株式会社
（現ウエインズトヨタ神奈
川株式会社） 社外取締役

2022年６月29日
2022年６月17日

（※）2022年６月29日は東邦ホールディングス株式会社 社外取締役の退任日、2022年６月17日
は横浜トヨペット株式会社（2023年１月１日付でウエインズトヨタ神奈川株式会社に社名変
更）社外取締役の就任日となります。

3． 事業年度末日後の重要な兼職の異動は次のとおりであります。

氏 名 異動前 異動後 異動年月日

野 崎 潔 株式会社常陽銀行
取締役常務執行役員

株式会社常陽銀行
取締役専務執行役員 2023年４月１日

内 藤 善 寛 株式会社足利銀行
取締役常務執行役員

株式会社足利銀行
取締役専務執行役員 2023年４月１日

当事業年度中に退任した取締役
氏 名 退任時の地位及び担当 退任事由 退任日

笹 島 律 夫 取締役社長（代表取締役） 任期満了 2022年６月24日

小 野 訓 啓 取締役（監査等委員）
（常勤監査等委員） 任期満了 2022年６月24日

（参考）
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
氏 名 地位及び担当 その他

五 來 雄 二 執行役員 システム担当（システム統括部）

山 川 浩 市 執行役員 事務担当（事務統括部）
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2 会社役員に対する報酬等

イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
① 当該方針の決定の方法及び当該方針の内容の概要

当社は、取締役会で定めた「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、取
締役の報酬等の決定方針を「取締役（監査等委員を除く）」と「取締役（監査等委員）」に区
分し、以下のとおり定めております。
〔取締役（監査等委員を除く）〕
・取締役（監査等委員を除く）の報酬等については、報酬と当社グループの業績及び株主利
益の連動性を高めることにより、報酬の透明性、公正性、客観性に加え、業績向上に向け
たインセンティブを勘案し、適切に運用する。

・取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等については、株主総会において決議された
年間報酬限度額の範囲内において、その報酬等の額の適切性、妥当性に関し、コーポレー
ト・ガバナンス委員会における審議を行い、客観性と透明性を確保のうえ、取締役会で決
定する。

〔取締役（監査等委員）〕
・取締役（監査等委員）の報酬等については、監査・監督の職務の正当性を確保する観点か
ら、インセンティブの要素は含まないものとする。

・取締役（監査等委員）の個人別の報酬等については、株主総会において決議された年間報
酬限度額の範囲内において、取締役（監査等委員）全員の協議により定める。

具体的な報酬体系は次のとおりです。
〔取締役（監査等委員を除く）のうち業務執行取締役〕
⒜ 報酬構成

・基本報酬である報酬月額、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬等である譲渡制限付
株式の３つによって構成されております。

・報酬構成割合は、報酬月額86％、賞与７％、譲渡制限付株式７％としております（賞
与が標準額支給の場合）。

⒝ 各報酬等の内容
・基本報酬
基本報酬として、役位別の報酬月額を定めております。
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・賞与
役位別の基本額を定め、年度毎の当社連結の目標達成率、ならびに当社連結のＲＯＥ

（当期純利益÷株主資本）に応じて0～150％の範囲で増減させた金額の総額を上限とし、
その範囲内において賞与の支給総額を決定し、各業務執行取締役への配分は、役位別の
基本額を基準に、各々の業績への貢献度合いを勘案し決定することとしております。
賞与全体に占める構成割合は、当社連結の目標達成率連動分80％、当社連結のＲＯＥ

連動分20％であり、年度実績に応じて、それぞれが0～150％の範囲で増減いたします。
当社の目標達成率を指標としている理由は、年度計画達成に向けたインセンティブを

高めるためであり、当事業年度における目標は、経常利益653億円、当期純利益450億
円であり、指標毎の達成率を経常利益：当期純利益＝70％：30％の比率で加重平均した
達成率は71.4％であります。
当社連結ＲＯＥ（当期純利益÷株主資本）を指標としている理由は、グループの企業

価値向上に向けたインセンティブを高めるためであり、第３次グループ中期経営計画
（2022年４月１日～2025年３月31日）における当社連結ＲＯＥの目標は5.5％以上、
当事業年度における実績は3.7％であります。
なお、グループ全体の企業価値の持続的な向上と、株主との一層の価値共有を図るべ

く、2022年６月24日付で役員報酬制度の改定を実施し、役員賞与算出指標及び割合の
見直し（変更前：連結の利益水準（自己資本当期純利益率を踏まえた指標）のみにより
算出）、連結ＲＯＥの定義の見直し（変更前：当期純利益÷純資産）を実施いたしまし
た。
・譲渡制限付株式
譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役（監査等委員）及び取締役（社外取締役）

を除く取締役（以下、対象取締役といいます。）が当社から支給された金銭債権の全部を
現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける制度であり、
当社と対象取締役との間では、譲渡制限付株式割当契約を締結しております。2020年６
月24日開催の株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬は金銭債権とし、
その総額は「取締役（監査等委員を除く）」の報酬限度額年額の範囲内で年額20百万円
以内、かつ割当株数は年20万株以内（当該決議に係る会社役員の員数：５名）とするこ
とを決議しております。また、各対象取締役に支給する金銭債権の額は役位別に定めた
固定額としております。
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（譲渡制限付株式割当契約（以下、「本割当契約」といいます。）の具体的な内容）
１．譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より30年間（以下、「譲渡制限期間」
という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下、「本割当株式」という。）
について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下、「譲渡制限」とい
う。）。

２．退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合に

は、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本
割当株式を当然に無償で取得する。

３．譲渡制限の解除
上記１の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社

の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲
渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が上記
２に定める任期満了、死亡その他の理由により譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役
会が予め定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制
限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の
定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない
本割当株式を当然に無償で取得する。

４．組織再編等における取扱い
上記１の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契

約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する
事項が当社の株主総会（ただし、当該組織改編等に関して当社の株主総会による承認を要
さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議
により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理
的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を
解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、
なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

５．その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
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〔取締役（監査等委員を除く）のうち社外取締役〕
⒜ 報酬構成

・基本報酬である報酬月額のみにより構成されております。
⒝ 各報酬等の内容

・基本報酬として、固定の報酬月額を定めております。

〔取締役（監査等委員）〕
⒜ 報酬構成

・基本報酬である報酬月額のみにより構成されております。
⒝ 各報酬等の内容

・基本報酬として、常勤・非常勤の別による報酬月額を定めております。

② 当該事業年度に係る取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿
うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役（子銀行の社外取締役を

含む）が過半数を占めるとともに、委員長が社外取締役である「コーポレート・ガバナンス
委員会」において、上記方針や各規程等との整合性を含めた検討を行っているため、取締役
会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき、取締役社長（代表取締役）秋野哲也が取締役の個

人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は役員賞与に係る個別配分
額であり、権限を委任した理由は各々の業績への貢献度合いを全社的に判断し得る立場にあ
るためであります。
取締役社長（代表取締役）が役員賞与の個別配分額を決定するに当たっては、コーポレー

ト・ガバナンス委員会において、上記方針等との整合性や妥当性を含めた検討を行っている
ため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しておりま
す。
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ロ 取締役の報酬等の総額等
（単位：百万円）

区 分 支給人数 報酬等
報酬等の種類別の総額

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（監査等委員を除く） 8名

71 （6） 64 2 4

252（59） 194 31 26

取 締 役
（監査等委員） 6名

64 （－） 64 － －

64 （－） 64 － －

計 14名
136 （6） 129 2 4

317（59） 259 31 26

（注）1． 報酬等は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2． 支給人数には、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した「取締役（監査等

委員を除く）」１名及び「取締役（監査等委員）」１名を含んでおります。
3． 「報酬等」並びに「報酬等の種類別の総額」の下段の金額は、当社役員に対して当社及び連結子会社

が支払った報酬等の合計額を記載しております。
4． 業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しており、下記注５、６とあわせ

「報酬等」の欄に括弧内書きしております。
5． 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しており、

上記注４、下記注６とあわせ「報酬等」の欄に括弧内書きしております。
6． 基本報酬には、社宅料が含まれており、上記注４、５とあわせ「報酬等」の欄に括弧内書きしており

ます。
7． 2016年６月28日開催の定時株主総会において定められた「取締役（監査等委員を除く）」の報酬限

度額は年額200百万円（当該決議に係る会社役員の員数：７名）、「取締役（監査等委員）」の報酬限
度額は年額80百万円（当該決議に係る会社役員の員数：５名）であります。

8． 当社には、使用人兼務役員はおりません。
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3 責任限定契約

氏 名 責任限定契約の内容の概要

大 野 弘 道

会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過
失がない場合には、1,000万円以上のあらかじめ定めた金額と会社法第425条第１
項に規定する最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負う
ものとしております。

朱 純 美

川 又 諭

永 沢 徹

清 水 孝

4 補償契約
該当事項はありません。

5 役員等賠償責任保険契約に関する事項
イ 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
① 被保険者の範囲

当社、常陽銀行、足利銀行の全取締役及び全執行役員
② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、保険料を全額会社負担（当
社及び両子銀行にて按分）としております。被保険者が会社役員としての業務につき行った
行為（不作為を含む）に起因して、保険期間中に株主、投資家、従業員その他第三者から損
害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金（判決金
額、和解金等）・争訟費用（訴訟費用、和解・調停費用等）の損害を当該保険契約により補
填することとしております。また、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにする
ための措置として、職務義務違反に起因する損害賠償請求不担保特約条項を付しておりま
す。
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3 社外役員に関する事項

1 社外役員の兼職その他の状況
社外役員の重要な兼職につきましては、前記「2 会社役員に関する事項 １ 会社役員の状況」

に記載のとおりであります。
なお、各社外役員の重要な兼職先と当社との間には、いずれも開示すべき取引関係等はありま

せん。
また、当社の社外役員は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員と親族関係そ

の他これに準ずる関係にありません。

2 社外役員の主な活動状況

氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言その他の活動状況

大 野 弘 道 ３年９か月
当期開催された取締役会
12回の全てに出席してお
ります。

企業経営者としての経験及び幅広い見識を有
しており、当該視点から監督機能を果たして
いただくことを期待いたしておりますとこ
ろ、当社取締役会において当該視点から議案
審議等に必要な発言を適宜行っていただくな
ど、当社の社外取締役として業務執行に対す
る監督、助言等適切な役割を果たしていただ
いております。

朱 純 美 ３年９か月
当期開催された取締役会
12回の全てに出席してお
ります。

グローバル金融機関での経験及び企業幹部育
成に関する幅広い見識を有しており、当該視
点から監督機能を果たしていただくことを期
待しておりますところ、当社取締役会におい
て当該視点から議案審議等に必要な発言を適
宜行っていただくなど、当社の社外取締役と
して業務執行に対する監督、助言等適切な役
割を果たしていただいております。

川 又 諭 ２年９か月
当期開催された取締役会
12回の全てに、また監査
等委員会12回の全てに出
席しております。

企業経営者としての経験及び幅広い見識を有
しており、当該視点から監督機能を果たして
いただくことを期待しておりますところ、当
社取締役会において当該視点から議案審議等
に必要な発言を適宜行っていただくなど、当
社の社外取締役として業務執行に対する監
督、助言等適切な役割を果たしていただいて
おります。
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氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言その他の活動状況

永 沢 徹 ６年９か月
当期開催された取締役会
12回の全てに、また監査
等委員会12回の全てに出
席しております。

主に弁護士としての専門的見識を有してお
り、当該視点から監督機能を果たしていただ
くことを期待しておりますところ、当社取締
役会において当該視点から議案審議等に必要
な発言を適宜行っていただくなど、当社の社
外取締役として業務執行に対する監督、助言
等適切な役割を果たしていただいておりま
す。

清 水 孝 ６年６か月
当期開催された取締役会
12回のうち11回に、また
監査等委員会12回の全て
に出席しております。

財務・会計に関する学識経験及び幅広い見識
を有しており、当該視点から監督機能を果た
していただくことを期待しておりますとこ
ろ、当社取締役会において当該視点から議案
審議等に必要な発言を適宜行っていただくな
ど、当社の社外取締役として業務執行に対す
る監督、助言等適切な役割を果たしていただ
いております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づき、取締役会の決議
があったものとみなす書面決議が３回ありました。

3 社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支給人数 当社からの報酬等 当社の親会社等からの報酬等

報酬等の合計 ５人 33
（うち報酬以外の金額 ―） 該当ありません

（注）報酬等は、単位未満を切り捨てて表示しております。

4 社外役員の意見
該当事項はありません。
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4 当社の株式に関する事項

1 株式数
発行可能株式総数 3,000,000千株
発行済株式の総数 1,089,055千株

2 当年度末株主数
66,310名

3 大株主

株主の氏名又は名称
当社への出資状況

持株数等 持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 144,051千株 13.53％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 70,702千株 6.64％
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ
ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５２２３ 37,692千株 3.54％

野村證券株式会社 28,608千株 2.68％

日本生命保険相互会社 27,590千株 2.59％

損害保険ジャパン株式会社 22,660千株 2.12％

住友生命保険相互会社 21,659千株 2.03％

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８００５５ 18,420千株 1.73％
ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ
ＭＥＬＬＯＮ １４００４４ 16,955千株 1.59％

明治安田生命保険相互会社 15,864千株 1.49％

（注）1． 持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2． 当社は自己株式を24,621千株保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比

率は、発行済株式の総数から自己株式を控除して算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示してお
ります。
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4 役員保有株式
株式の交付を
受けた者の人数

株式の数
（株式の種類及び種類ごとの数）

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） ５人 普通株式 16,728株

取締役（監査等委員を除く社外取締役） ― ―

取締役（監査等委員） ― ―

（注）表中の株式は、当社が当社取締役に対し、当該事業年度中に職務執行の対価として交付した当社株式を記
載しております。

5 会計監査人に関する事項

1 会計監査人の状況
（単位：百万円）

氏名又は名称 当該事業年度に
係る報酬等 そ の 他

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 牧 野 あや子
指定有限責任社員 山 口 圭 介
指定有限責任社員 鶴 見 将 史

23

① 監査等委員会は、当社取締役や関係部署及
び会計監査人からの必要資料の入手や報告
の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の
内容、従前の事業年度における職務執行状
況や報酬見積もりの算出根拠などを確認・
検討した結果、会計監査人の報酬等は、妥
当であると判断し、会社法第399条第１項
の同意を行っております。

② 非監査業務（公認会計士法第２条第１項の
業務以外の業務）は、気候変動リスクのシ
ナリオ分析等にかかるアドバイザリー業務
であります。

（注）1． 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2． 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記
載しております。

3． 当社、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は、150百万円でありま
す。
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2 責任限定契約
該当事項はありません。

3 補償契約
該当事項はありません。

4 会計監査人に関するその他の事項

イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当し、かつ当社の

会計監査業務に重大な支障があると判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査
人を解任いたします。
また、会計監査人が職務を適切に執行することが困難と認められる場合には、監査等委員会

は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会はその決定に基づき、当該議
案を株主総会に提出いたします。
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6 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

該当事項はありません。

7 業務の適正を確保する体制

1 決議の内容の概要
当社は、当社及びその子会社（以下、「当社グループ」といいます。）の業務の適正を確保する

ために、内部統制システムの整備に係る基本方針を、取締役会において次のとおり決議しており
ます。

イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、法令等遵守（以下、「コンプライアンス」という。）を当社グループ経営の最重要
課題の一つとして位置づけ、企業活動の基本方針としての企業倫理、行動基準並びに反社
会的勢力との関係を遮断する方針等を定めた「グループコンプライアンス基本規程」を制
定し、役職員に徹底をはかる。

②取締役会は、取締役会規程にもとづき適正に運営し、経営の基本方針を決定するととも
に、取締役の職務の執行を適切に監督する。

③取締役会は、当社グループのコンプライアンスを管理統括する部署を設置し、コンプライ
アンス態勢の整備・確立をはかるとともに、「コンプライアンス委員会」を設置し、当社
グループ全体のコンプライアンスに関する重要な業務執行の決定並びに分析・評価・改善
をはからせ、定期的に報告を受け、その業務の執行を監督する。

④取締役会は、当社グループの役職員が他の役職員による法令等に反する行為、不正な行為
又はそのおそれのある行為を認めた場合、直ちに監査等委員会又はコンプライアンスの管
理統括部署に報告する体制、内部通報制度並びに懲戒にかかる規則等を整備し、法令等に
反する行為、不正な行為に対しては、懲戒を含め厳正に対処する。
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⑤取締役会は、業務執行部署から独立した内部監査部署を設置し、コンプライアンス態勢等
を含む内部管理の適切性と有効性を監査させる。

ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る情報は、適切な保存・管理のために規程を整備し、諸会議の議
事録及びその他の文書等として保存及び管理する。

②監査等委員会又は監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役の職務の執行に係る文書
等をいつでも閲覧することができることとする。

ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①取締役会は、リスク管理の基本方針及び管理態勢等を定めた「グループリスク管理基本規
程」を中心として、リスク関連規程を体系的に整備するとともに、リスク管理の統括部署
を設置し、当社グループの損失の危険を適切に管理する。また、自然災害等により当社グ
ループの事業活動等が深刻な損失を被る危機発生時に備えた事業継続体制を整備する。

②各種リスクは、可能な限り総合的に把握し管理運営することとし、各種リスク管理の方
針・手続き等は業務内容や市場環境の変化を勘案して適時適切に見直しを行うこととす
る。

③取締役会は、当社グループが有するリスクを統括的に管理する責任者として、リスク管理
担当役員をおくとともに、リスク管理に関する重要な業務執行の決定並びにリスク管理に
関する事項の分析・評価・改善を行う「ＡＬＭ・リスク管理委員会」を設置し、定期的に
又は必要に応じ随時リスクの状況を把握・分析・評価させ、必要な対応を適時適切に指示
する態勢を構築するほか、定期的に報告を受け、その業務の執行を監督する。

ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は、当社グループの目指す姿と業績目標を明確にするため、経営計画を策定す
る。

②取締役会は、当社の組織、分掌、職制等業務運営に関する基本的事項を定め、業務の組織
的、効率的かつ健全な運営をはかる。
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③取締役会は、業務執行取締役の担当業務及び職務内容ごとに決裁権限を明確にした職務権
限規程を定め、効率的な業務運営をはかる。

④業務執行取締役は、取締役会から委任された職務について、その権限の範囲において適切
かつ効率的な職務執行を実現するとともに、定期的に、取締役会において職務執行状況を
報告する。

ホ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制）
①取締役会は、グループ内会社から当社に対して行う協議・報告事項を含む当社グループの
経営管理に関する基本的事項を定め、当社グループの健全かつ適切な運営を確保する。

（子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制）
②当社は、グループ内会社の規模、特性及び事業内容等を踏まえつつ、直接又は直接出資会
社をしてグループ内会社に対し、所在する各種リスク等に応じた対応規程等の制定などの
必要な態勢整備をはからせるとともに、当社グループが抱える各リスクの特性を正しく認
識・把握し、適切にリスクを管理する。

（子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制）
③当社は、当社グループの組織的、かつ効率的な事業活動展開のため、グループ内会社の事
業内容、規模、当社グループ内におけるそれぞれの役割等を踏まえたうえで、各グループ
内会社に対し、当社グループの経営理念、経営方針等を反映した経営計画を立案させ、そ
の執行状況を適切に管理する。

（子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制）
④当社は、グループ内会社に対し、直接又は直接出資子会社をしてコンプライアンス態勢、
顧客保護等管理態勢並びに当社グループ内取引の適切性確保のための態勢等を整備させ、
これを適切に管理する。

⑤当社の内部監査部署は、直接又はグループ内会社の内部監査部署と連携して、当社グルー
プ全体の内部監査態勢の把握につとめ、定期的かつ必要に応じて、監査の有効性を評価
し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
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ヘ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告に係る内部統制の適切な管理体制を確立するため、態勢整備及び運

用等にかかる必要な規則等を制定し、財務報告の信頼性を確保する。

ト 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、監査等委員会室を設置し、監査業務の補助に足る能力・経験等を有した監査等委員会

の職務を補助する使用人を１名以上配置する。

チ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性並びに監査等委員
会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する人事異動は、監査等委員会の同意を得る
ものとするほか、監査等委員会は当該使用人の人事考課に関し意見を付すことができるな
どにより、その独立性を確保する。

②監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、専ら監査等委員の指示に従って監査等委員会
の職務の補助を行うほか、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、当該使用人が
その職務を遂行するうえで、不当な制約を受けることがないよう、配慮しなければならな
い。

リ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人、並びに子会社の取締役、監
査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制その
他の監査等委員会への報告に関する体制
①取締役会は、監査等委員会が当社グループにかかる重要事項を効率的に、かつ適時適切に
把握できるよう、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人、並びに
子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、監査等委員会に
対して報告すべき事項を定める。

②監査等委員は、その職務を遂行するために必要と判断したときは、いつでも当社の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）又は使用人、並びに子会社の取締役、監査役、使用人
又はこれらの者から報告を受けた者に報告を求めることができる。また、報告を求められ
た者は、その求めに従い、速やかに報告しなければならない。
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ヌ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
当社グループは、監査等委員会へ報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とした懲

戒、差別等の報復行為、人事考課への悪影響等、いかなる不利益な取扱いをしない。

ル 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会又は監査等委員が職務の執行のためにその費用を請求したときは、弁護士、公認

会計士、その他外部専門家を必要に応じ任用する場合又は調査等の事務を委託する場合等に要す
る費用を含め、監査等委員会又は監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除
き、当社が負担する。

ヲ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、内部監査部署は、監査等委
員会と連携し内部監査の有効な実施につとめるほか、監査等委員会の意見を聴取のうえ、
内部監査計画を策定し、内部監査の結果を監査等委員会に報告する。

②代表取締役及び会計監査人は、監査等委員会とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
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2 体制の運用状況の概要
当事業年度における、上記業務の適正を確保する体制の運用状況のうち主なものは、次のとお

りです。

イ コンプライアンス体制
当社グループは、コンプライアンスをグループ経営の最重要課題の一つと位置づけ、コンプラ

イアンスの実効性を高めるために、取締役会において「グループコンプライアンス基本規程」を
制定し、企業倫理、行動基準、反社会的勢力との関係を遮断する方針を遵守することとしていま
す。
「コンプライアンス委員会」を14回開催（うち３回は書面開催）し、コンプライアンス・プ

ログラム及びマネーローンダリング等防止に関する当社グループの基本方針やコンプライアンス
に関する重要な決定を行うとともに、統括部署からグループ内会社のコンプライアンス・プログ
ラムの実践状況及びモニタリング結果、並びにマネーローンダリング等防止実施状況の報告を受
け、必要な指示を行っています。
内部通報制度については、2022年６月１日の改正公益通報者保護法施行を機に、窓口利用者

を特定させる情報に関して守秘義務を負う公益通報対応業務従事者の設置、窓口利用者の拡大
（退職者や退任した役員を追加）などの改定を実施しました。通報窓口については、社内の通報
窓口を両子銀行のコンプライアンス統括部署に、社外の通報窓口を弁護士事務所に設置している
ほか、当社及び両子銀行の常勤監査等委員を経営幹部から独立した通報窓口としています。

ロ リスク管理体制
当社グループは、取締役会において「グループリスク管理基本規程」を制定し、戦略リスク、

信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク等、経営に影響を及ぼす可
能性のある全てのリスクを許容できる範囲に制御していく統合的リスク管理を行っています。
「ＡＬＭ・リスク管理委員会」を15回開催（うち３回は書面開催）し、グループ内会社のリ

スク管理の状況に関する報告・調査結果等を踏まえたプロセスの有効性の検証を行うとともに、
グループ内会社に対し適時に必要な見直しを指示しています。
危機管理体制については、危機発生時においても人的・物的被害を最小限に留めるとともに重

要な業務を継続又は早期復旧できるよう取締役会において「危機管理体制構築に関する基本規
程」を制定し、両子銀行を中心として業務継続計画を策定しています。
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ハ 取締役の職務執行
取締役会は、迅速な業務執行を進めるため、業務執行上の重要事項を協議・決定する会議体と

して「経営会議」「ＡＬＭ・リスク管理委員会」「コンプライアンス委員会」「サステナビリティ
委員会」を設置し、法令で許容される範囲において、業務執行権限を委譲しています。
当社における業務を適切・効率的に遂行するため、取締役会において「職務権限規程」を制定

し、取締役の権限の範囲を明確にしています。「職務権限規程」では、運用にあたっての職務権
限行使の基本原則・決裁ルールを明示しています。

主要な会議体の開催回数は以下のとおりです。
・取締役会 12回 左記のほか、書面によるみなし取締役会決議を３回実施
・経営会議 18回（うち６回は書面開催）
・サステナビリティ委員会 ７回（うち１回は書面開催）

ニ 内部監査
業務執行部門から独立した監査部が、業務執行部署・グループ内会社各社に対する監査を実施

しています。監査結果については、監査対象部署の長に通知し、また、取締役会及び監査等委員
会へ報告しています。

ホ グループ経営管理体制
取締役会は「グループ内会社等管理規程」を制定し、グループ内会社から当社へ協議・報告す

べき事項及びその方法等を明示しており、グループ内会社から適切に協議又は報告を受けていま
す。
当社のグループ経営方針等は、グループ内会社の経営方針に適切に反映させるとともに、当社

が直接出資子会社の経営管理を行い、また直接出資子会社を通じて直接出資子会社以外のグルー
プ内会社等の経営管理を行うことで、グループ経営管理の一体性を確保しています。
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ヘ 監査等委員会の職務執行
監査等委員会は、社内取締役２名及び社外取締役３名で構成し、社内取締役２名は常勤の監査

等委員としています。全監査等委員と代表取締役をはじめとする社外取締役を含めた各取締役な
どとの意見交換や、常勤の監査等委員による、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、子会社を
含めた役職員の報告聴取等を通じて監査等委員会の活動の実効性確保に努めています。
また、内部監査部門からグループ内会社を含めた内部監査の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じ具体的な指示を行うとともに、年度毎のグループ内部監査計画の策定に監査等委
員会の意見反映を行うなどにより、日常的かつ機動的に連携をはかっております。
加えて、直接出資子会社の監査等委員及び監査役との緊密な連携をはかるため、定期的に意見

交換等を行っています。会計監査人についても、必要に応じて監査等委員会へ出席させ、監査実
施状況等について報告を受け、またリスク認識等について定期的に意見交換を行っています。
社員等が監査等委員会に報告した場合、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを規程に定め、全役職員が社内ネットワークにて閲覧可能にしています。
監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行取締役の指

揮命令に服さない使用人を配置しています。また、当該使用人の業務執行取締役からの独立性を
確保するため、当該使用人についての転出入は監査等委員会の同意を得るものとし、人事考課に
関しては監査等委員会が意見を付すことができること等を定めています。

8 特定完全子会社に関する事項
（単位：百万円）

会社名 住所 株式の当該事業年度末の
帳 簿 価 額 当社の総資産額

株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町二丁目５番５号 431,792
731,775

株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜四丁目１番25号 270,723

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

9 親会社等との間の取引に関する事項

該当事項はありません。
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10 会計参与に関する事項

1 責任限定契約
該当事項はありません。

2 補償契約
該当事項はありません。

11 その他

1 会社法第459条第１項の規定による定款の定めにより取締役会に与えられた権限
の行使に関する方針

剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある
場合を除き、株主総会決議によらず取締役会の決議とする旨を定款に定めております。
剰余金の配当につきましては、当社グループとしての成長に向けた資本の確保と、株主の皆さ

まへの適切な利益還元のバランスを考慮し、総還元性向30％以上を目安といたします。水準等
につきましては、引き続き検討してまいります。

2 株式会社の状況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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連結計算書類 （2022年４月１日から2023年３月31日まで）

第７期末連結貸借対照表（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額
資産の部

現金預け金 4,818,749

コールローン及び買入手形 24,115

買入金銭債権 10,341

特定取引資産 3,962

金銭の信託 3,010

有価証券 3,662,309

貸出金 12,436,196

外国為替 17,216

リース債権及びリース投資資産 60,454

その他資産 247,636

有形固定資産 101,567

建物 36,459

土地 52,657

リース資産 31

建設仮勘定 170

その他の有形固定資産 12,248

無形固定資産 13,523

ソフトウェア 10,272

その他の無形固定資産 3,250

退職給付に係る資産 40,791

繰延税金資産 20,027

支払承諾見返 19,448

貸倒引当金 △ 91,859

投資損失引当金 △ 8

資産の部合計 21,387,481

科 目 金 額
負債の部
預金 17,137,285
譲渡性預金 371,289
コールマネー及び売渡手形 555,552
売現先勘定 112,902
債券貸借取引受入担保金 111,887
特定取引負債 1,122
借用金 2,000,858
外国為替 8,350
信託勘定借 2,983
その他負債 147,695
役員賞与引当金 183
役員退職慰労引当金 29
睡眠預金払戻損失引当金 1,954
偶発損失引当金 2,103
ポイント引当金 564
利息返還損失引当金 4
特別法上の引当金 2
繰延税金負債 0
再評価に係る繰延税金負債 7,929
負ののれん 553
支払承諾 19,448
負債の部合計 20,482,702
純資産の部
資本金 117,495
資本剰余金 125,705
利益剰余金 622,845
自己株式 △ 7,181
株主資本合計 858,864
その他有価証券評価差額金 18,692
繰延ヘッジ損益 7,435
土地再評価差額金 12,088
退職給付に係る調整累計額 7,604
その他の包括利益累計額合計 45,821
新株予約権 62
非支配株主持分 31
純資産の部合計 904,779
負債及び純資産の部合計 21,387,481
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第７期連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
経常収益 329,457
資金運用収益 171,124
貸出金利息 110,018
有価証券利息配当金 55,491
コールローン利息及び買入手形利息 397
預け金利息 4,817
その他の受入利息 399
信託報酬 27
役務取引等収益 56,943
特定取引収益 1,890
その他業務収益 16,456
その他経常収益 83,015
償却債権取立益 2,662
株式等売却益 45,495
その他の経常収益 34,856

経常費用 282,825
資金調達費用 22,210
預金利息 2,524
譲渡性預金利息 13
コールマネー利息及び売渡手形利息 1,883
売現先利息 3,591
債券貸借取引支払利息 3,361
借用金利息 1,601
その他の支払利息 9,233
役務取引等費用 14,266
その他業務費用 91,616
営業経費 107,016
その他経常費用 47,714
貸倒引当金繰入額 8,045
その他の経常費用 39,669

経常利益 46,631
特別利益 241
固定資産処分益 241

特別損失 917
固定資産処分損 479
減損損失 438
税金等調整前当期純利益 45,955
法人税、住民税及び事業税 12,421
法人税等調整額 1,357
法人税等合計 13,779
当期純利益 32,176
非支配株主に帰属する当期純損失 0
親会社株主に帰属する当期純利益 32,176
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計算書類 （2022年４月１日から2023年３月31日まで）

第７期末貸借対照表（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額
資産の部
流動資産
現金及び預金 757
前払費用 1
未収還付法人税等 3,389
その他 294
流動資産合計 4,442
固定資産
無形固定資産
商標権 17
ソフトウエア 11
無形固定資産合計 28

投資その他の資産
関係会社株式 727,270
繰延税金資産 33
投資その他の資産合計 727,304

固定資産合計 727,332

資産合計 731,775

科 目 金 額
負債の部
流動負債
１年内返済予定の関係会社長期借入金 90,000
未払金 99
未払費用 124
未払法人税等 16
未払消費税等 16
役員賞与引当金 2
流動負債合計 90,259
固定負債
長期未払金 39
固定負債合計 39

負債合計 90,299
純資産の部
株主資本
資本金 117,495
資本剰余金
資本準備金 25,276
その他資本剰余金 428,281
資本剰余金合計 453,557

利益剰余金
利益準備金 4,097
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 73,490

利益剰余金合計 77,588
自己株式 △ 7,227
株主資本合計 641,413
新株予約権 62
純資産合計 641,476
負債純資産合計 731,775
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第７期損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額

営業収益 18,040

関係会社受取配当金 16,600

関係会社受入手数料 1,440

営業費用 1,772

販売費及び一般管理費 1,772

営業利益 16,267

営業外収益 14

受取利息 0

その他 14

営業外費用 511

支払利息 479

その他 31

経常利益 15,770

税引前当期純利益 15,770

法人税、住民税及び事業税 △ 207

法人税等調整額 2

法人税等合計 △ 204

当期純利益 15,975
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監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年５月10日

株式会社 めぶきフィナンシャルグループ
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧 野 あや子

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 口 圭 介

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鶴 見 将 史

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社めぶきフィナンシャルグループの2022年４月１日から2023

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社めぶ

きフィナンシャルグループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年５月10日

株式会社 めぶきフィナンシャルグループ
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧 野 あや子

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 口 圭 介

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鶴 見 将 史

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社めぶきフィナンシャルグループの2022年４月１日から

2023年３月31日までの第７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第７期事業年度における取締役の職務の執行について監査い

たしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役
及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社
の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき重要な事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2023年５月11日

株式会社めぶきフィナンシャルグループ 監査等委員会
監査等委員 村 島 英 嗣
監査等委員 田 﨑 義 典
監査等委員 川 又 諭
監査等委員 永 沢 徹
監査等委員 清 水 孝

（注）監査等委員 川又諭、永沢徹及び清水孝は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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政策保有株式を保有している子銀行では、株式保有リスクの抑制や資本の効率性等の観点か
ら、経済合理性等の検証のもと、政策保有株式の削減に取り組んでおります。なお、売却にあ
たっては、取引先企業との十分な対話を行っております。
2023年３月期において、政策保有株式(＊)は410億円減少しました。また、連結純資産に占
める政策保有株式(＊)は、2022年３月末の20.0%から16.6%へ低下しました。 
今後５年間（2028年３月末まで）の削減目標は以下のとおりであり、引き続き取引先企業
との十分な対話を行いながら、削減を続けてまいります。

（ご参考）政策保有株式の削減に向けた取組み状況
【政策保有株式の残高推移及び削減目標】

政策保有株式の保有および議決権に関する基本方針につきましては、当社ホームページにて公
表しております「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の第７条（政策保有株式の保有
および議決権に関する基本方針）に規定しておりますので、ご参照ください。
※当社「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」のURL
　https://www.mebuki-fg.co.jp/company/governance/governance.html

【政策保有株式の保有及び議決権に関する基本方針】

（＊）持株会社及び連結子会社のうち、投資株式の時価額の３分の２を超えて保有している、常陽銀行の政策保有株式（上場・非上場）
　　　を対象としております。時価ベースで、みなし保有株式を含んでおります。

削減目標
今後５年間(‘28年3月末まで)で300億円の削減

2,548

27.7%

2,040

23.1%

1,919
2,291

22.9%

'19年3月末 '20年3月末 '21年3月末 '22年3月末

1,509
1,209

20.0%
16.6%

'23年3月末 '28年3月末

単位：億円

・・・
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当社グループでは、取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」のもと、「グルー
プサステナビリティ方針」に定める５つの重要課題（①地域経済・地域社会の活性化、②気候変
動対応・環境保全、③デジタル化の推進、④高齢化への対応、⑤ダイバーシティの推進）に対し、
積極的に取り組んでおります。

　当社グループは、グループ経営理念「質の高い総合金融サービスの提供を通じ、地域とともに、
ゆたかな未来を創り続けます。」に基づき、地域の課題解決をはかることを通して、持続可能
な地域社会の実現と企業価値の向上に努めてまいります。

【グループサステナビリティ方針】

（ご参考）サステナビリティへの取組みについて

■重要課題（マテリアリティ）
重要課題

１ 地域経済・
地域社会の活性化

・事業者向けコンサルティングの強化
・地域創生・SDGsへの取組み
・ライフプランコンサルティングの深化
・グループの強みを活用した新事業領域の開拓
・戦略的出資・提携等の活用

２ 気候変動対応・
環境保全 ・地域創生・SDGsへの取組み

３ デジタル化の推進
・デジタル化を活用した顧客接点・非対面サービスの拡充
・チャネル・ネットワークの適正化と相談機能強化
・DXの推進

４ 高齢化への対応 ・高齢化社会への対応強化

５ ダイバーシティの推進 ・ダイバーシティの実践

第３次グループ中期経営計画における主な取組み 関連するSDGs

取引先事業者との持続的な成長と地域の環境・社会課題の解決の両立に向けた対話等に基づ
くご支援を積極的に行った結果、サステナブルファイナンス実行額は順調に増加しております。

【サステナビリティ長期ＫＰＩに対する進捗】
（１）サステナブルファイナンス（＊）

（＊）関連する外部基準(グリーンローン原則、グリーンボンド原則、及びソーシャルボンド原則など)を参考に、「環境・社会課題の解
決」を通じて持続可能な社会の実現を目指すお客さまの活動を支援するファイナンス」を対象範囲としております。

2030年度迄
目標額

サステナブルファイナンス 3兆円 6,154億円 +4,618億円 20.5％
うち環境分野 2兆円 3,479億円 +3,035億円 17.3％

2022年度迄
実績

（ 参    考 ）
2022年3月末対比 進捗率
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「2030年度のCO2排出量ネット・ゼロ」の達成に向け、2022年７月より常陽銀行と足利銀
行の本店を含む大型施設で使用する電力を再生可能エネルギーに切り替えるなど、脱炭素に向
けた省エネ・省資源への取組みを着実に進めております。

（２）ＣＯ２排出量削減

（＊）省エネ法の定期報告書における両子銀行のCO2排出量（スコープ１、２）にガソリン使用による排
出量を加算しております。なお、排出量は調整後排出係数を用い算出しております。

当社グループ（銀行合算）のCO2排出量（スコープ１、２）(＊)の推移

3,811

17,746

2,591

16,160

2,571

15,398

2,598

12,202

2013年度 2020年度 2021年度 2022年度
（速報値）

21,558
18,752 17,969

14,800

△13.0％ △16.6％
△31.3％

意欲と能力のある女性を上位職に積極的に登用した結果、係長以上に占める女性比率は着実
に増加しております。

（３）係長以上に占める女性比率

係長以上に占める女性比率

25.3%
26.7%

27.9% 28.9%
30.0%

31.4%
33.3%

35.0%
’25年3月末目標

(参考)
代理以上に占める女性比率 19.3%(‘23年3月末)

Scope1排出量

単位：tーCO2

Scope2排出量 （2013年度比増減率）

'20年3月末'19年3月末'18年3月末'17年3月末 '21年3月末 '22年3月末 '23年3月末 '25年3月末・・・
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DXにより、お客さまと行員・職員を煩わしさから解放し（業務革新・デジタルチャネル）、次のア
クションを想起するような情報に容易にアクセスできるようにし（データ利活用）、人が人ならで
はの活動を通じて地域に新たな価値を提供し続けることを目指します。このため、デジタルで繋が
る環境（デジタル要素としてのペーパーレス、クラウド等の環境整備）やデジタルスキル・マイン
ドのセット（経営のコミットと人的リソースの活用変革（人的資源は数量⇒質量へ））といったDX
基盤の強化に取り組み、当社グループに蓄積される様々な知見やオープンネットワーク（他社協業
や技術の取込）を取引先や地域へのDX支援に活かしてまいります。

【DX戦略ロードマップの概要】

【DXの推進】

主な取り組み事項

伝統的業務の
デジタル化・業務革新

データ利活用の強化

DX基盤の強化

取引先や地域への
DX支援・協業

目指す姿（To-Be）

当社グループでは、DX戦略ロードマップで定めた指針に沿って、ペーパーレスの進展、デ
ジタルチャネルの利便性向上、データ利活用の高度化などに取り組んでいるほか、執務環境の
デジタル化をはじめとしたDX基盤強化、地域や取引先企業などへのDXコンサルティングサー
ビスの提供を進めております。
2022年11月、当社グループは経済産業省の「DX認定業者(*)」に
認定されました。

（＊）DX認定制度とは経済産業省が定める「デジタルガバナンス・コード」の基本事項に対応する企業を国が認定する制度

〇 ペーパーレス、印鑑レス、FAXレス施策の展開
〇 グループ全体のBPR・融資業務の効率化
〇 営業店システムの刷新（伝票レス・店頭業務革新）

〇 データベース基盤の再構築
〇 主要な業務チャネルのクラウド化
〇 MA（マーケティングオートメーション）の導入と活用

〇 DX人材の育成
〇 主要システム基盤の疎結合構成化・クラウド化
〇 業務用モバイルPC・スマートフォンの利用者拡大

〇 取引先向けDXコンサルティング営業の実践
〇 DXサービス提供企業との協業・提携の拡大
〇 地域DXに向けた情報収集と金融機能の提供

ほとんどの業務がデジタル化され、煩雑な事務処理から
担い手を解放。行員はヒトならではの生産的業務に専念
している。AI技術等も活用し、業務高度化やパーソナラ
イズ化が図れている

デジタルチャネルの利便性
向上・顧客接点の拡大

〇 バンキングアプリ・法人ポータル・電子契約の推進
〇 デジタル化浸透度（デジタルチャネル利用者割合）向上
〇 eKYC等を活用した本人認証のデジタル化

お客さまはUXの高いデジタルチャネルを通じ、いつで
もどこでも様々な取引・手続きを安全に利用できる。当
該チャネルは多くの顧客・取引先に日常使いされ、様々
な顧客層に幅広く浸透している

様々なデータがDBに収集・集約・蓄積され、経営管理・
企画立案・営業推進等に必要なデータを汎用的に利活用
することができる。これにより新たな気づき・価値が利
用者に提供されている

DX人材が数多く育成され、保有スキルは定期的にブラッ
シュアップされている。主要システム基盤は、外部環境
変化に対する柔軟性や高度なセキュリティが確保されて
おり、執務環境の多様化にも対応している

DX支援の充実に向け、グループ会社やビジネスマッチ
ング先、外部先進企業等との協業によるDXコンサルティ
ングの推進態勢が整っている。地域DX事業に対しても
適切な形で金融機能が提供されている
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【グループの強みを活用した新事業領域の開拓】
2022年７月に地域のカーボンニュートラルに資する事業を展開する「常陽グリーンエナジー株式会社」を、

同年８月には地元企業との協業による地域商社事業を展開する「株式会社コレトチ」を設立しました。
また、新事業創出に向けた組織風土醸成や人材育成に向け、外部機関との連携による研修やオープンイノ

ベーションにも積極的に取り組んでおります。
常陽グリーンエナジー株式会社の事業概要

主な事業内容 再生可能エネルギーの発電事業およびその派生事業
株主および持分比率 株式会社常陽キャピタルパートナーズ(＊) 100％

（*）株式会社常陽銀行100％出資の投資専門子会社
設立日 2022年7月28日

その他、サステナビリティへの具体的な取組みについては、当社ホームページをご参照ください。

https://www.mebuki-fg.co.jp/sustainability/

再エネ電源の取得・発電
太陽光発電

取得

売電

グリーン電力
供給

風力発電

etc

電力会社

地域のお客さま常陽グリーン
エナジー

Ｊ-クレジット販売

お客さま
紹介

Ｊ-クレジット
販売 地域のお客さま

常陽グリーン
エナジー

各種脱炭素化施策の提案

常陽銀行

仕入先

地域産品の販売（BtoB販売）
販売受託
仕入

営業
販売 販売先

地域商社
コレトチ

出品者

ECサイト運営（BtoC販売）（予定）
①商品掲載

④レビュー還元

②販売

③レビュー受領

購入者

コレトチ
ECサイト

株式会社コレトチの事業概要
主な事業内容 地域産品の販売事業およびEC運営事業

栃木県内企業４社が持つ経営資源を集結

株主および持分比率 株式会社足利銀行　68％　　株式会社下野新聞社　12％
鈴木印刷株式会社　10％　　カテル有限会社　　　10％

設立日 2022年8月2日



株主総会会場ご案内図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

常陽銀行　本店8階会議室
茨城県水戸市南町二丁目5番5号　電話：029（231）2151（代表）
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常陽銀行 本店

※駐車スペースが限られておりますので、公共交通機関等をご利用いただきますようお願い申しあげます。

交通アクセス ⃝JR水戸駅北口より徒歩約９分


